
（注13）補助金等について

　法人が国又は地方公共団体等から補助金等を受け入れた場合、原則として、その受入額を受取補助
金等として指定正味財産増減の部に記載し、補助金等の目的たる支出が行われるのに応じて当該金
額を指定正味財産から一般正味財産に振り替えるものとする。なお、当該事業年度末までに目的た
る支出を行うことが予定されている補助金等を受け入れた場合には、その受入額を受取補助金等と
して一般正味財産増減の部に記載することができる。 

　ただし、当該補助金等が国又は地方公共団体等の補助金等交付業務を実質的に代行する目的で当
該法人に一時的に支払われたものである場合等、当該補助金等を第三者へ交付する義務を負担する
場合には、当該補助金等は預り補助金等として処理し、事業年度末における残高を負債の部に記載
するものとする。
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